
１．大阪大学におけるコンプライアンス推進体制

コンプライアンス最高責任者（総長）

コンプライアンス統括責任者
（総長が指名する理事）

コンプライアンス推進責任者（部局等の長）
※本部事務機構にあっては、各業務の担当理事

事務担当
（総務部総務課） 法務室

連携

コンプライアンス推進委員会

令和元年8月26日～

理 事（統括責任者を除く）

※コンプライアンスに関する各業務の担当理事
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